
」
」

「

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
六

告

示

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

二
七

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

二
七

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

二
八

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
九

福
島
県
警
察
本
部

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
四
件

三
〇

規

則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
一
号
ア
中
「
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」

を
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
が
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第

三
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
（
以
下
「
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
」
と
い
う
。
）
」

を
「
同
一
生
計
配
偶
者
が
七
十
歳
以
上
の
者
」
に
、
「
同
項
第
三
十
四
号
の
四
」
を
「
所
得
税
法
第
二

条
第
一
項
第
三
十
四
号
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
偶

者
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
号
ア
中
「
及
び
第
十
六
条
第
三
項
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
三
項
を
削
る
。

「

同
一
生
計
配

控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
老
人
控
除
対
象
配

生
計
配
偶
者

様
式
第
一
号
中

偶
者
・

16歳以
上

23歳未
満
の
扶
養
親
族
・
老
人
扶
養

を

老
人
扶
養
親

親
族
・
障
害
者
・
特
別
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫
の
別

寡
夫
の
別

「

「

申
込
者

､

申
込
者

､

同
居
予
定

同
居
予
定

者
並
び
に

者
並
び
に

偶
者
・
扶
養
親
族
・

70歳以
上
の
同
一

申
込
者
又

申
込
者
又

・

16歳以
上

23歳未
満
の
扶
養
親
族
・

に
、

は
同
居
予

を

は
同
居
予

に
改
め

族
・
障
害
者
・
特
別
障
害
者
・
寡
婦
・

定
者
の
控

定
者
の
同

除
対
象
配

一
生
計
配

」

偶
者
及
び

偶
者
及
び

扶
養
親
族

扶
養
親
族

」

」

る
。

「

除
象
偶

様
式
第
八
号
中

控
対
配
者

」

「

「

一
計
偶

人

を

に
、

同
生
配
者

老

」

「

以
同
計
者

除
象
偶

を

歳
の
生
偶

控
対
配
者

上
一
配

70

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「控

除
対

」

象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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」

「

「

同
一
生
計

控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
老
人
控
除
対
象
配

生
計
配
偶

様
式
第
十
七
号
中

偶
者
・

16歳以
上

23歳未
満
の
扶
養
親
族
・
老
人
扶
養

を

老
人
扶
養

親
族
・
障
害
者
・
特
別
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫
の
別

寡
夫
の
別

「

「

申
込
者

､

申
込
者

､

同
居
予
定

同
居
予
定

者
並
び
に

者
並
び
に

配
偶
者
・
扶
養
親
族
・

70歳以
上
の
同
一

申
込
者
又

申
込
者
又

者
・

16歳以
上

23歳未
満
の
扶
養
親
族
・

に
、

は
同
居
予

を

は
同
居
予

に
改

親
族
・
障
害
者
・
特
別
障
害
者
・
寡
婦
・

定
者
の
控

定
者
の
同

除
対
象
配

一
生
計
配

」
偶
者
及
び

偶
者
及
び

扶
養
親
族

扶
養
親
族

」

」

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
様

県
営
住
宅
等
入
居

県
営
住
宅
等
入
居

式
第
一
号
に
よ
る

申
込
書
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る

継
続
承

駐
車
場
使
用

駐
車
場
使
用

県

認
等
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
駐

営
住
宅
等
入
居

県
営
住
宅
等
入
居

申
込
書
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る

継
続
承
認
等
申
請
書
と
み
な

車

場

使

用

駐
車
場
使
用

す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
様

式
第
一
号
、
様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
十
六
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
平
成
三
十
年
二
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
福
島
県
中

10の７

央
家
畜
保
健
衛
生
所
用
）

福
島
県
知
事
職
務
代
理
者
印

福
島
県
中
央
家
畜
保
健
衛

（
福
島
県
中
央
家
畜
保
健
衛

11の３

生
所
長

生
所
用
）

福
島
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生

20

所
長
印

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
三
十
七
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
福
島
県
喜

10の７

多
方
建
設
事
務
所
用
）

福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務

所
長

福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所

20

長
印

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
飯
樋
五
二
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
新
地
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
新
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

耶
麻
郡
西
会
津
町
下
谷
字
荒
田
沢
乙
一
九
八
一
の
三
、
乙
一
九
八
一
の
九
二
か
ら
乙
一
九
八
一
の

一
二
二
ま
で
、
乙
一
九
八
一
の
一
三
九
、
乙
一
九
八
一
の
一
六
一
、
字
沼
下
乙
二
〇
五
七
の
二
、
乙

二
〇
五
七
の
八
か
ら
乙
二
〇
五
七
の
六
九
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
西
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
西
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

公

告
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 告 第 １ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 １ 月 23日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
ノ ー ト 型 パ ソ コ ン （ 県 立 学 校 用 ） Ⅱ 394台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 １ 月 10日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 中 松 商 会 東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 二 丁 目 ３ 番 ４ 号

５ 落 札 金 額
2 0 , 6 1 6 , 4 4 4円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 11月 17日

（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
警
察
本
部
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福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ４ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 １ 月 23日
福 島 県 警 察 本 部 長 松 本 裕 之

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
外 部 系 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 機 器 （ 新 本 部 庁 舎 ・ 23拠 点 ） 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 29年 12月 14日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
Ｎ Ｅ Ｃ キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 15番 ３ 号

５ 落 札 金 額
9 4 , 5 1 7 , 2 8 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 10月 31日

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 １ 月 23日
福 島 県 警 察 本 部 長 松 本 裕 之

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
遺 失 物 管 理 シ ス テ ム 機 器 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 29年 12月 14日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
富 士 通 リ ー ス 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 神 田 練 塀 町 ３ 番 地

５ 落 札 金 額
4 1 , 9 1 2 , 6 4 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 10月 31日

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 １ 月 23日
福 島 県 警 察 本 部 長 松 本 裕 之

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
免 許 台 帳 フ ァ イ リ ン グ シ ス テ ム 県 間 通 信 接 続 機 器 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平 成 29年 12月 14日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
Ｎ Ｅ Ｃ キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 15番 ３ 号

５ 落 札 金 額
3 9 , 2 0 2 , 5 7 4円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 10月 31日

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 １ 月 23日
福 島 県 警 察 本 部 長 松 本 裕 之

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
基 幹 系 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 機 器 （ 13拠 点 ） 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 29年 12月 14日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
Ｎ Ｅ Ｃ キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 15番 ３ 号

５ 落 札 金 額
7 3 , 0 2 7 , 6 5 6円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 10月 31日

（ 会 計 課 ）


